
歌舞伎町ルネッサンス憲章 
 

歌舞伎町商店街振興組合と歌舞伎町二丁目町会は、これから取り組む我々の

「歌舞伎町ルネッサンス憲章」をここに宣言します。 

歌舞伎町は、戦後まもなく街の区画整理を進め「産業博覧会」「歌舞伎劇場」

を含む興行街の誘致や、物販街、飲食街が調和する洒落た複合街づくりを目指

した先人の礎の上に発展してまいりました。 

その後、西武新宿駅の誘致、サブナードやハイジアの建設など、幾多の大規

模な事業を、歌舞伎町のまちづくりの一環として推進してきました。また、風

営法の改正や最近の消防法の改正など、それぞれの時代の要請にあわせた法律

整備を提唱し、あるいは積極的に支持してきました。 

これらの歴史を経て戦後 60年を迎え、我々は今、時代の変革点に立っている

と考えています。歌舞伎町の繁華街は、生まれ変わる時期にきており、また町

の交通アクセスも時代とともに大きく変化しています。この変革に際し、我々

が目指す歌舞伎町の基本理念を以下に掲げ、新しい時代にふさわしいまちづく

りを進めていきます。 

平成 17年１月 27日 

 
Ⅰ 新たな文化の創造を行い、活力あるまちをつくります。 
 ①健全な歓楽街を目指し、２４時間３６５日誰もが楽しめるまちにします。 
 ②映像・演劇・音楽など最先端の情報、文化を世界に発信するまちにします。 
 ③世界の人達の交流の拠点となり、多文化が共生するまちをつくります。 
 
Ⅱ アメニティ空間を創造し、魅力あふれるまちをつくります。 
 ①繁華街を再生し、21世紀を先導するアメニティを創造するまちにします。 
 ②バリアフリーに配慮した誰もが、安心して歩けるまちをつくります。 
③全ての観光客にとって、一度は訪れたい魅力的な空間のあるまちにします。 

 
Ⅲ 安全で安心な美しいまちをつくります。 
 ①常に防犯に努め、違法営業、犯罪組織を排除した安全なまちにします。 
 ②防災意識を高め、高度な防災機能を備えた安心して楽しめるまちにします。 
 ③環境美化を推進し、見違えるほど綺麗なまちにします。 
 

 


